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高 知 県 家 畜 改 良 増 殖 法 施 行 細 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 年 月 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 家 畜 改 良 増 殖 法 施 行 細 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 家 畜 改 良 増 殖 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 209号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） を 施 行 す る た め 、 法 、 家 畜 改 良 増 殖 法 施

行 令 （ 昭 和 25 年 政 令 第 269 号 。 次 条 に お い て 「 政 令 」 と い

う 。 ） 及 び 家 畜 改 良 増 殖 法 施 行 規 則 （ 昭 和 25年 農 林 省 令 第 96

号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 並 び に 高 知 県 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平

成 12年 高 知 県 条 例 第 ５ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。

（ 書 類 の 経 由 ）

第 ２ 条 法 、 政 令 又 は 省 令 の 規 定 に よ り 農 林 水 産 大 臣 又 は 知 事 に

提 出 す る 書 類 は 、 全 て 当 該 提 出 す る 者 の 住 所 地 を 管 轄 す る 家 畜

保 健 衛 生 所 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

（ 家 畜 人 工 授 精 用 精 液 の 採 取 回 数 ）

第 ３ 条 法 第 12条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 知 事 が 定 め る 家 畜

人 工 授 精 用 精 液 を 採 取 す る 回 数 は 、 １ 年 に つ き 10回 と す る 。

（ 家 畜 人 工 授 精 所 の 開 設 の 許 可 証 ）

第 ４ 条 省 令 第 33条 に 規 定 す る 家 畜 人 工 授 精 所 の 開 設 の 許 可 証

は 、 別 記 様 式 に よ る も の と す る 。

（ 家 畜 人 工 授 精 所 の 種 畜 の 規 格 ）

第 ５ 条 法 第 27条 の 規 定 に よ り 知 事 が 定 め る 家 畜 の 規 格 は 、 省 令

第 ７ 条 に 規 定 す る 種 畜 の 等 級 の う ち 、 特 級 、 一 級 又 は 二 級 と す

る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。



規 則

◎ 高 知 県 家 畜 改 良 増 殖 法 施 行 細 則


